
 

 

尼崎市の環境をまもる条例の規定に基づく大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る

環境上の基準の一部改正について 

 

 環境基本法第16条の規定に基づく環境基準が改正されたため、同基準と整合性を図るため、

尼崎市の環境をまもる条例(平成12年尼崎市条例第51号)第20条第1項の規定に基づく、大

気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の基準について(平成 13年尼崎市告示第 26号)

の一部を改正します。 

 

１ 改正内容 

(1) 水質の汚濁に係る環境上の基準の一部変更 
   人の健康の保護に係る環境上の基準 

カドミウム 0.01mg/ 以下 → 0.003mg/ 以下 

トリクロロエチレン 0.03mg/ 以下 → 0.01mg/ 以下 

(2) 騒音に係る環境上の基準の一部変更 
航空機騒音に係る環境上の基準 

 地域の類型Ⅰ ７０ＷＥＣＰＮＬ以下 → ５７デシベル以下 

 地域の類型Ⅱ ７５ＷＥＣＰＮＬ以下 → ６２デシベル以下 

(3) 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準の一部変更 
    カドミウム 0.01mg/ 以下 → 0.003mg/ 以下 

    トリクロロエチレン 0.03mg/ 以下 → 0.01mg/ 以下 

(4) 土壌の汚染に係る環境上の基準の一部変更 
    カドミウム 「農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること」 

          →「農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること」 

    1,1-ジクロロエチレン 「検液１ につき0.02mg以下であること」 

 →「検液１ につき0.1mg以下であること」 

(5) 単位表記を国際単位系（ＳＩ）に沿った単位の表記に変更 

    「 」→「L」 

２ 改正理由 

  環境基本法第16条の規定に基づく環境基準が改正されたため、平成12年3月29日付、

尼崎市環境審議会「尼崎市の今後の環境行政のあり方について(答申)」に基づき、環境基

準と整合性を図るため、環境上の基準の一部について改正する。 

 

＊ 尼崎市環境審議会「尼崎市の今後の環境行政のあり方について(答申)」 

抜粋    (H12.3.29) 

   「 環境基本法に基づく環境基準のうち、直接人の健康にかかわらないもっぱら生活

環境の保全に関するものについては、保全すべき生活環境の態様、地域の諸条件に

応じて基準値が異なるものが見受けられるが、人の健康の保護に関するものについ

ては、科学的に究明された汚染物質等の量と人の健康への影響との関係を基礎とし

平成 26年 12月 22日（月） 

尼崎市環境審議会 

資料 4 



て基準値が設定されるものであり、特別な場合を除いて、地域による差があるべき

ものではないと考えられている。こうしたことを考慮すれば、国において人の健康

の保護に関する環境基準が改定された場合にあっては、尼崎市においても、原則と

してそれに応じて速やかに環境上の基準を改定することが適当である。」 

以 上   



大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の基準について 

 

平成１３年２月１日 

尼崎市告示第２６号 

改正 平成15年11月11日告示348 

改正 平成22年3月4日告示72 

改正 平成24年4月1日告示130 

改正 平成○年○月○日告示○○号 

 

 

尼崎市の環境をまもる条例第２０条第１項の規定に基づく大気の汚染、水質の汚

濁、騒音等に係る環境上の基準を次のとおり定めた。 

                         

１ 大気の汚染に係る環境上の基準         別表第１のとおり 

２ 水質の汚濁に係る環境上の基準         別表第２のとおり 

３ 騒音に係る環境上の基準            別表第３のとおり 

４ 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準      別表第４のとおり 

５ 土壌の汚染に係る環境上の基準         別表第５のとおり 

６ ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁  別表第６のとおり 

 及び土壌の汚染に係る環境上の基準 
 



別表第１ 

大気の汚染に係る環境上の基準 
 

 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定による

基準に準ずるものとする。 

 

 

物 質 基 準 値 対 象 地 域 

二 酸 化 硫 黄                     
１時間値の１日平均値が0.04ppm 以下であ
り、かつ、１時間値が0.1ppm以下であるこ
と。 

一 酸 化 炭 素                     
１時間値の１日平均値が10ppm 以下であり、
かつ、１時間値の８時間平均値が20ppm 以下
であること。 

浮 遊 粒 子 状 物 質                     
１時間値の１日平均値が0.10mg/m3 以下であ
り、かつ、１時間値が0.20mg/m3 以下であるこ
と。 

二 酸 化 窒 素                     
１時間値の１日平均値が0.02ppm 以下である
こと。ただし、当分の間、１時間値の１日平
均値が0.04ppm 以下であること。 

光化学オキシダント                      １時間値が 0.06ppm以下であること。 

ベ ン ゼ ン                      １年平均値が0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン                     １年平均値が0.2mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン  １年平均値が0.2mg/m3以下であること。 

ジ ク ロ ロ メ タ ン １年平均値が0.15mg/m3以下であること。 

微 小 粒 子 状 物 質                   
１年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、 

１日平均値が35μg/m3以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

尼崎市全域 

 

 

ただし、車道そ
の他一般公衆が
通常生活してい
ない地域又は場
所を除く。 

 

 

 



別表第２ 
水質の汚濁に係る環境上の基準 
   人の健康の保護に係る環境上の基準 

 

 
備考１ 公共用水域とは、水質汚濁防止法第２条第１項に規定する公共用水域をいう。 

２ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は、適用しない。 
３ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定によ
る基準に準ずるものとする。 

 

項 目 基 準 値 対 象 水 域 

カドミウム ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

六価クロム ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

砒
ひ

素 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

総水銀 ０．０００５ｍｇ／Ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

１，２－ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１－ジクロロエチレン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，１－トリクロロエタン １ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

トリクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

１，３－ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

チウラム ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

シマジン ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

ベンゼン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

セレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／Ｌ以下 

ふっ素 ０．８ｍｇ／Ｌ以下 

ほう素 １ｍｇ／Ｌ以下 

１，４－ジオキサン ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

公 共 用 水 域                   



 
 
 
 
 

(2) 生活環境の保全に係る環境上の基準 



別表第３ 

騒音に係る環境上の基準 

   一般騒音に係る環境上の基準 

 

 

備考１ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時から

翌日の午前６時までの間とする。 
  ２ 地域の類型の当てはめについては、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地

域の指定（平成２４年尼崎市告示第１２９号）に準ずるものとする。 

  ３ Ａの地域及びＢの地域の道路に面する地域（道路交通騒音が支配的な音源である地域
をいう。以下同じ。）とは、Ａの地域及びＢの地域のうち２車線以上の車線を有する道
路に面する地域をいい、Ｃの地域の道路に面する地域とは、Ｃの地域のうち車線を有す

る道路に面する地域をいう。この場合において、車線とは、１縦列の自動車が安全かつ
円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

  ４ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定によ

る基準に準ずるものとする。 
    道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表によら

ず、次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。この場合において、幹線交通を担う道路

に近接する空間とは、次に掲げる道路のうち、２車線以下の車線を有するものにあって
は道路端から１５ｍまでの範囲をいい、２車線を超える車線を有する道路にあっては道
路端から２０ｍまでの範囲をいう。 

ア 道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市道（市道にあって
は、４車線以上の区間に限る。） 

イ 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第

１項第１号に定める自動車専用道路 

 

 

備考１ 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれ
ていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシ
ベル以下、夜間にあっては４０デシベル以下）によることができる。 

  ２ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時から
翌日の午前６時までの間とする。 

  ３ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定によ

る基準に準ずるものとする。 
  航空機騒音に係る環境上の基準 
 

基 準 値 

道路に面する地域 その他の地域 

地域の 

 

類 型 
昼間 夜間 昼間 夜間 

Ａ ６０デシベル以下 ５５デシベル以下 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｂ ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

基 準 値 

昼 間 夜 間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 



 

備考１ 地域の類型の当てはめについては、航空機騒音に係る環境基準の規定に基づく地域類
型をあてはめる地域及び区域の指定（昭和５１年兵庫県告示第１３７６号）に準ずるも
のとする。 

  ２ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定によ
る基準に準ずるものとする。 

 

  新幹線鉄道騒音に係る環境上の基準 
 

 
備考１ 地域の類型の当てはめについては、新幹線騒音に係る環境基準の規定に基づく地域類

型をあてはめる地域及び区域の指定（昭和５１年兵庫県告示第１３７７号）に準ずるも
のとする。 

  ２ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定によ

る基準に準ずるものとする。 
 

地 域 の 類 型 基 準 値  

Ⅰ ５７デシベル以下 

Ⅱ ６２デシベル以下 

地 域 の 類 型 基 準 値 

Ⅰ ７０デシベル以下 

Ⅱ ７５デシベル以下 



別表第４ 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準 

 

項  目 基 準 値 

 カドミウム  ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

 全シアン  検出されないこと。 

 鉛  ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

 六価クロム  ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

 砒
ひ

素  ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

 総水銀  ０．０００５ｍｇ／Ｌ以下 

 アルキル水銀  検出されないこと。 

 ＰＣＢ  検出されないこと。 

 ジクロロメタン  ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

 四塩化炭素  ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

塩化ビニルモノマー  ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

 １，２－ジクロロエタン  ０．００４ｍｇ／Ｌ以下 

 １，１－ジクロロエチレン  ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

 １，２－ジクロロエチレン  ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

 １，１，１－トリクロロエタン  １ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，２－トリクロロエタン  ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

トリクロロエチレン  ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

 テトラクロロエチレン  ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

 １，３－ジクロロプロペン  ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

 チウラム  ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

 シマジン  ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

 チオベンカルブ  ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

 ベンゼン  ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

 セレン  ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  １０ｍｇ／Ｌ以下 

 ふっ素  ０．８ｍｇ／Ｌ以下 

 ほう素 １ｍｇ／Ｌ以下 

 １，４－ジオキサン ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定に
よる基準に準ずるものとする。 



別表第５ 土壌の汚染に係る環境上の基準 

 

項 目 基 準 値 

カドミウム 
検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であり、かつ、農用地におい

ては、米１㎏につき０．４ｍｇ以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐
りん

 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

六価クロム 検液１Ｌにつき０．０５ｍｇ以下であること。 

砒
ひ

素 

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であり、かつ、農用地（田に

限る。）においては、土壌１ｋｇにつき１５ｍｇ未満であるこ

と。 

総水銀 検液１Ｌにつき０．０００５ｍｇ以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ   検液中に検出されないこと 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１ｋｇにつき１２５ｍｇ

未満であること。 

ジクロロメタン 検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ以下であること。 

四塩化炭素 検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ以下であること。 

１，２－ジクロロエタン 検液１Ｌにつき０．００４ｍｇ以下であること。 

１，１－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．１ｍｇ以下であること。 

シス－１，２－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．０４ｍｇ以下であること。 

１，１，１－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であること。 

１，１，２－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき０．００６ｍｇ以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．０３ｍｇ以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

１，３－ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ以下であること。 

チウラム 検液１Ｌにつき０．００６ｍｇ以下であること。 

シマジン 検液１Ｌにつき０．００３ｍｇ以下であること。 

チオベンカルブ 検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ以下であること。 

ベンゼン 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

セレン 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

 ふっ素 検液１Ｌにつき０．８ｍｇ以下であること。 

 ほう素 検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であること。 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定による

基準に準ずるものとする。



別表第６ 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の基準 

媒 体 基 準 値 対 象 地 域 等 

大 気 0.6pg-TEQ/ｍ3 以下 
車道その他一般公衆が通常生活していない

地域又は場所を除く。 

水 質 

（水底の底質を除く。） 
１ｐｇ-TEQ/Ｌ以下 公共用水域及び地下水 

水底の底質 150 pg-TEQ/g 以下 公共用水域の水底の底質 

土 壌 1,000 pg-TEQ/g 以下 

廃棄物の埋立地その他の場所であって、外

部から適切に区別されている施設に係る土

壌を除く。 

備考１ 公共用水域とは、水質汚濁防止法第２条第１項に規定する公共用水域をいう。 

２ 測定及び評価の方法、基準値等の解釈は、ダイオキシン類対策特別措置法第７条の規

定による基準に準ずるものとする。 

 



現 行 改 正 案 
大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の基準について 

 

平成１３年２月１日 

尼崎市告示第２６号 

改正 平成15年11月11日告示348 

改正 平成22年3月4日告示72 

改正 平成24年4月1日告示130 

 

 

尼崎市の環境をまもる条例第２０条第１項の規定に基づく大気の汚染、水質の汚濁、騒

音等に係る環境上の基準を次のとおり定めた。 

                         

１ 大気の汚染に係る環境上の基準         別表第１のとおり 

２ 水質の汚濁に係る環境上の基準         別表第２のとおり 

３ 騒音に係る環境上の基準            別表第３のとおり 

４ 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準      別表第４のとおり 

５ 土壌の汚染に係る環境上の基準         別表第５のとおり 

６ ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁  別表第６のとおり 

 及び土壌の汚染に係る環境上の基準 

 

 

 

大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の基準について 

 

平成１３年２月１日 

尼崎市告示第２６号 

改正 平成15年11月11日告示348 

改正 平成22年3月4日告示72 

改正 平成24年4月1日告示130 

改正 平成○年○月○日告示○○ 

 

尼崎市の環境をまもる条例第２０条第１項の規定に基づく大気の汚染、水質の汚濁、騒

音等に係る環境上の基準を次のとおり定めた。 

                         

１ 大気の汚染に係る環境上の基準         別表第１のとおり 

２ 水質の汚濁に係る環境上の基準         別表第２のとおり 

３ 騒音に係る環境上の基準            別表第３のとおり 

４ 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準      別表第４のとおり 

５ 土壌の汚染に係る環境上の基準         別表第５のとおり 

６ ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁  別表第６のとおり 

 及び土壌の汚染に係る環境上の基準 

 

 

 



別表第１ 大気の汚染に係る環境上の基準   略 
 

別表第２ 水質の汚濁に係る環境上の基準 

   人の健康の保護に係る環境上の基準 

 

項 目 基 準 値 対 象 水 域 

カドミウム ０．０１ｍｇ／ 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 ０．０１ｍｇ／ 以下 

六価クロム ０．０５ｍｇ／ 以下 

砒
ひ

素 ０．０１ｍｇ／ 以下 

総水銀 ０．０００５ｍｇ／ 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／ 以下 

四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／ 以下 

１，２－ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／ 以下 

１，１－ジクロロエチレン ０．１ｍｇ／ 以下 

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／ 以下 

１，１，１－トリクロロエタン １ｍｇ／ 以下 

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／ 以下 

トリクロロエチレン ０．０３ｍｇ／ 以下 

テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／ 以下 

１，３－ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／ 以下 

チウラム ０．００６ｍｇ／ 以下 

シマジン ０．００３ｍｇ／ 以下 

チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／ 以下 

ベンゼン ０．０１ｍｇ／ 以下 

セレン ０．０１ｍｇ／ 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／ 以下 

公共用水域 

別表第１ 大気の汚染に係る環境上の基準   略 
 

別表第２ 水質の汚濁に係る環境上の基準 

   人の健康の保護に係る環境上の基準 

 

項 目 基 準 値 対 象 水 域 

カドミウム ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

六価クロム ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

砒
ひ

素 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

総水銀 ０．０００５ｍｇ／Ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

１，２－ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１－ジクロロエチレン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，１－トリクロロエタン １ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

トリクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

１，３－ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

チウラム ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

シマジン ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

ベンゼン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

セレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／Ｌ以下 

公共用水域 



ふっ素 ０．８ｍｇ／ 以下 

ほう素 １ｍｇ／ 以下 

１，４－ジオキサン ０．０５ｍｇ／ 以下 

 

備考１ 公共用水域とは、水質汚濁防止法第２条第１項に規定する公共用水域をいう。 

２ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は、適用しない。 

３ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定による

基準に準ずるものとする。 

 

  生活環境の保全に係る環境上の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふっ素 ０．８ｍｇ／Ｌ以下 

ほう素 １ｍｇ／Ｌ以下 

１，４－ジオキサン ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

 

備考１ 公共用水域とは、水質汚濁防止法第２条第１項に規定する公共用水域をいう。 

２ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は、適用しない。 

３ 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規定による

基準に準ずるものとする。 

 

  生活環境の保全に係る環境上の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３ 騒音に係る環境上の基準 

   一般騒音に係る環境上の基準   略 

 

   航空機騒音に係る環境上の基準 

地域の類型 基準値（単位 ＷＥＣＰＮＬ） 

Ⅰ ７０以下 

Ⅱ ７５以下 

 

  新幹線鉄道騒音に係る環境上の基準   略 

 

別表第４ 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準 

 

項 目 基 準 値 

カドミウム ０．０１ｍｇ／ 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 ０．０１ｍｇ／ 以下 

六価クロム ０．０５ｍｇ／ 以下 

砒
ひ

素 ０．０１ｍｇ／ 以下 

総水銀 ０．０００５ｍｇ／ 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／ 以下 

四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／ 以下 

１，２－ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／ 以下 

１，１－ジクロロエチレン ０．１ｍｇ／ 以下 

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／ 以下 

１，１，１－トリクロロエタン １ｍｇ／ 以下 

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／ 以下 

トリクロロエチレン ０．０３ｍｇ／ 以下 

別表第３ 騒音に係る環境上の基準 

   一般騒音に係る環境上の基準   略 

 

   航空機騒音に係る環境上の基準 

地域の類型 基準値 

Ⅰ ５７デシベル以下 

Ⅱ ６２デシベル以下 

 

  新幹線鉄道騒音に係る環境上の基準   略 

 

別表第４ 地下水の水質汚濁に係る環境上の基準 

 

項 目 基 準 値 

カドミウム ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

六価クロム ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

砒
ひ

素 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

総水銀 ０．０００５ｍｇ／Ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

１，２－ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１－ジクロロエチレン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，１－トリクロロエタン １ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

トリクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 



テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／ 以下 

１，３－ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／ 以下 

チウラム ０．００６ｍｇ／ 以下 

シマジン ０．００３ｍｇ／ 以下 

チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／ 以下 

ベンゼン ０．０１ｍｇ／ 以下 

セレン ０．０１ｍｇ／ 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／ 以下 

ふっ素 ０．８ｍｇ／ 以下 

ほう素 １ｍｇ／ 以下 

１，４－ジオキサン ０．０５ｍｇ／ 以下 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項

の規定による基準に準ずるものとする。 

 

 

別表第５ 土壌の汚染に係る環境上の基準 

項 目 基 準 値 

カドミウム 

検液１ につき０．０１ｍｇ以下であり、かつ、農

用地においては、米１㎏につき１ｍｇ未満であるこ

と。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐
りん

 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１ につき０．０１ｍｇ以下であること。 

六価クロム 検液１ につき０．０５ｍｇ以下であること。 

テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

１，３－ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

チウラム ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

シマジン ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

ベンゼン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

セレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／Ｌ以下 

ふっ素 ０．８ｍｇ／Ｌ以下 

ほう素 １ｍｇ／Ｌ以下 

１，４－ジオキサン ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項

の規定による基準に準ずるものとする。 

 

 

別表第５ 土壌の汚染に係る環境上の基準 

項 目 基 準 値 

カドミウム 

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であり、かつ、農

用地においては、米１㎏につき０．４ｍｇ以下であ

ること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐
りん

 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

六価クロム 検液１Ｌにつき０．０５ｍｇ以下であること。 



砒
ひ

素 

検液１ につき０．０１ｍｇ以下であり、かつ、農

用地（田に限る。）においては、土壌１ｋｇにつき

１５ｍｇ未満であること。 

総水銀 検液１ につき０．０００５ｍｇ以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ   検液中に検出されないこと 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１ｋｇにつき

１２５ｍｇ未満であること。 

ジクロロメタン 検液１ につき０．０２ｍｇ以下であること。 

四塩化炭素 検液１ につき０．００２ｍｇ以下であること。 

１，２－ジクロロエタン 検液１ につき０．００４ｍｇ以下であること。 

１，１－ジクロロエチレン 検液１ につき０．０２ｍｇ以下であること。 

シス－１，２－ジクロロエチレン 検液１ につき０．０４ｍｇ以下であること。 

１，１，１－トリクロロエタン 検液１ につき１ｍｇ以下であること。 

１，１，２－トリクロロエタン 検液１ につき０．００６ｍｇ以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１ につき０．０３ｍｇ以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１ につき０．０１ｍｇ以下であること。 

１，３－ジクロロプロペン 検液１ につき０．００２ｍｇ以下であること。 

チウラム 検液１ につき０．００６ｍｇ以下であること。 

シマジン 検液１ につき０．００３ｍｇ以下であること。 

チオベンカルブ 検液１ につき０．０２ｍｇ以下であること。 

ベンゼン 検液１ につき０．０１ｍｇ以下であること。 

砒
ひ

素 

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であり、かつ、農

用地（田に限る。）においては、土壌１ｋｇにつき

１５ｍｇ未満であること。 

総水銀 検液１Ｌにつき０．０００５ｍｇ以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ   検液中に検出されないこと 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１ｋｇにつき

１２５ｍｇ未満であること。 

ジクロロメタン 検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ以下であること。 

四塩化炭素 検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ以下であること。 

１，２－ジクロロエタン 検液１Ｌにつき０．００４ｍｇ以下であること。 

１，１－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．１ｍｇ以下であること。 

シス－１，２－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．０４ｍｇ以下であること。 

１，１，１－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であること。 

１，１，２－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき０．００６ｍｇ以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．０３ｍｇ以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

１，３－ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ以下であること。 

チウラム 検液１Ｌにつき０．００６ｍｇ以下であること。 

シマジン 検液１Ｌにつき０．００３ｍｇ以下であること。 

チオベンカルブ 検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ以下であること。 

ベンゼン 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 



セレン 検液１ につき０．０１ｍｇ以下であること。 

 ふっ素 検液１ につき０．８ｍｇ以下であること。 

 ほう素 検液１ につき１ｍｇ以下であること。 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規

定による基準に準ずるものとする。 
 
別表第６ 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の基準  

 

 

媒 体 基 準 値 対 象 地 域 等 

大 気 0.6pg-TEQ/ｍ3 以下 

車道その他一般公衆が通常生活していない

地域又は場所を除く。 

水 質 

(水底の底質を除く。) 
１ｐｇ-TEQ/ 以下 公共用水域及び地下水 

水底の底質 150 pg-TEQ/g 以下 公共用水域の水底の底質 

土 壌 1,000 pg-TEQ/g 以下 

廃棄物の埋立地その他の場所であって、

外部から適切に区別されている施設に係

る土壌を除く。 

セレン 検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以下であること。 

 ふっ素 検液１Ｌにつき０．８ｍｇ以下であること。 

 ほう素 検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であること。 

備考 測定及び評価の方法並びに基準値等の解釈は、環境基本法第１６条第１項の規

定による基準に準ずるものとする。 
 
別表第６ 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の基準  

 

 

媒 体 基 準 値 対 象 地 域 等 

大 気 0.6pg-TEQ/ｍ3 以下 

車道その他一般公衆が通常生活していない

地域又は場所を除く。 

水 質 

(水底の底質を除く。) 
１ｐｇ-TEQ/Ｌ以下 公共用水域及び地下水 

水底の底質 150 pg-TEQ/g 以下 公共用水域の水底の底質 

土 壌 1,000 pg-TEQ/g 以下 

廃棄物の埋立地その他の場所であって、

外部から適切に区別されている施設に係

る土壌を除く。 

 

 


